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(午後１時２８分 開議) 

△臨時議長の紹介 

◎事務局(大川秀平君)事務局の大川でございます。 

本日の定例会は、改選後最初の議会でございます。したがいまして議長が  

選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長の議員が臨時

に議長の職務を行うことになります。 

  本日の出席議員のうち、三島市の松川益藏議員が年長の議員でありますので、

御紹介申し上げます。松川益藏議員、議長席にお着き願います。 

〔松川益藏君、議長席に着席〕 

○臨時議長 (松川益藏君)ただいま御紹介にあずかりました、松川益藏でござい 

ます。地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。  

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

出席議員が定足数に達しましたので、これより三島市外三ヶ市町箱根山林 

組合議会１０月定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

                                      

△日程第１         仮議席の指定 

○臨時議長(松川益藏君)日程第１ 仮議席の指定をいたします。 

  仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

                                      

△日程第２         組合議会議長の選挙 

○臨時議長(松川益藏君)次に、日程第２ 組合議会議長の選挙を行います。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、   

指名推選により選出したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長(松川益藏君)御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選に

よることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名の方法につきましては、臨時議長において指名した

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長 (松川益藏君)御異議なしと認めます。よって臨時議長において指名  

することに決定いたしました。 
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議長は慣例により、三島市選出の議員の中から選出することになっており 

ます。これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長 (松川益藏君)御異議なしと認めます。よって三島市選出の議員の中  

から選出することに決定いたしました。 

議事の都合により暫時休憩いたします。 

午後１時３２分 休憩 

午後１時３４分 再開 

○臨時議長(松川益藏君)休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会議長に堀江和雄君を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま臨時議長において指名いたしました堀江和雄君

を三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会議長の当選人に決めることに御異議ござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長 (松川益藏君)御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしま  

した堀江和雄君が三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会議長に当選いたしました。 

ただいま議長に当選されました堀江和雄君が議場におられますので、会議規則

第１０１条の規定により告知いたします。 

  ただいま議長に当選されました堀江和雄君から発言を求められておりますの

で、これを許します。 

〔議長 堀江和雄君登壇〕 

○議長(堀江和雄君)議長就任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

ただいま、皆様の御推挙により、この大役に就任させていただきことになり

ました堀江和雄でございます。誠に光栄であり、厚く御礼を申し上げます。 

私は元より浅学非才な身ではございますが、皆様の御指導、御鞭撻を賜りな

がら、我々の尊い財産である、緑豊かな箱根山の管理のために尽力したいと考

えております。 

重ねて皆様の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますが、就任の御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長(松川益藏君)それでは堀江和雄君、議長席にお着き願います。 

〔議長 堀江和雄君、議長席に着席〕 

○議長 (堀江和雄君)本日の議事日程は文書をもって御通知申し上げたとおりで  

あります。 
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△日程第３         議席の指定  

○議長(堀江和雄君)これより日程第３ 議席の指定を行います。 

  議席につきましては、会議規則第３条において、くじによりとなっており  

ますが、議長においてただいま御着席されている仮議席をもって、議席とした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)御異議なしと認めます。 

よって議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

                                      

△日程第４         会期の決定 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第４ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は本日一日としたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)御異議なしと認めます。 

よって本定例会の会期は、本日一日と決定いたしました。 

                                      

△日程第５         会議録署名議員の指名 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第５ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１０８条の規定により、議長において１番  

瀬戸美一君、２番 安田三津子さんの両名を指名いたします。 

                                      

△管理者あいさつ 

○議長 (堀江和雄君)この際、豊岡管理者から発言を求められておりますので、   

これを許します。 

〔管理者 豊岡武士君登壇〕 

◎管理者(豊岡武士君 )三島市外三ヶ市町箱根山林組合の管理者を務めております

三島市長の豊岡武士でございます。貴重なお時間をお借りいたしまして、一言御

挨拶を申し上げます。 

  本日御出席いただきました議員の皆様方におかれましては、このたびの組合議

会の改選により、今後４年間、三島市外三ヶ市町箱根山林組合の議会議員として、  

組合共有財産の管理や運営につきまして、御指導、御鞭撻を賜りたくお願い  
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申し上げる次第でございます。 

  さて、当組合の管理地は、その大部分が戦後に桧の植林がなされ、７０年近く

経過しております。既に森林資源として成熟を迎えていることから、現在、関係

市町との連携を図りながら利用間伐を進めているところでございますが、国の基

本理念のひとつである「森林の有する多面的機能の発揮」を常に念頭に置き、特

に「治山・治水」を重要視する上で、森林環境保全、災害防除を意識した森づく

りを進めているところでございます。 

  いずれにいたしましても、この箱根西麓の共有地並びに森林環境につきまして

は、諸先輩方から受け継いだ、私たちのかけがえのない財産であります。 

当組合における「基本構想」「整備計画」「整備事業計画」を踏まえ、長期的な

視野に立ち、管理・保全整備を進め、１００年先を見据えた森づくりに積極的に

取り組んでいく所存でございます。 

  議員の皆様方におかれましては、豊富な知識、経験をもとに、当組合の発展の

ために御指導、御鞭撻を賜りますことを改めてお願い申し上げまして、私の御挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                      

△日程第６         組合議会副議長の選挙 

○議長 (堀江和雄君 )次に、日程第６  組合議会副議長の選挙を行います。選挙の   

方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によ

り選出したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選による 

ことに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することに

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)御異議なしと認めます。よって議長において指名することに 

決定いたしました。 

副議長は慣例によりまして、清水町選出の議員の中から選出することになって

おります。これに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)御異議なしと認めます。よって清水町選出の議員の中から選出

することに決定いたしました。 
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  三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会副議長に佐野俊光君を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました佐野俊光君を  

三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会副議長の当選人と決めることに御異議ござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました   

佐野俊光君が三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました佐野俊光君が議場におられますので、会議 

規則第１０１条の規定により告知いたします。 

  ただいま副議長に当選されました佐野俊光君から発言を求められております

ので、これを許します。 

〔９番 佐野俊光君登壇〕 

○９番(佐野俊光君)ただいま、皆様方の御推挙により副議長に就任をいたしました

清水町の佐野俊光でございます。 

誠に身に余る光栄とともに、その責務の大きさに身の引き締まる思いでござ 

います。元より浅学非才ではございますが、先に選任されました人格識見とも 

優れた堀江議長のもと、当組合議会の円滑なる運営のため懸命に努力してまいる

決意でございます。議員皆様方のより一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願

い申し上げまして、就任の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

                                      

△日程第７   認第１号  令和２年度 三島市外三ヶ市町箱根山林組合 

              会計歳入歳出決算認定について 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第７ 認第１号 令和２年度 三島市外三ヶ市町箱根

山林組合会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

本件について、当局から提案理由の説明を願います。  

〔副管理者 杉山浩生君登壇〕  

◎副管理者 (杉山浩生君 )ただいま上程になりました認第１号  令和２年度  三島市

外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について提案の要旨を申し上げ

ます。  

 はじめに歳入の概要を説明いたします。お手元の決算書１ページ、２ページ

をお開きください。一番下の欄、歳入合計に記載にありますように予算現額  

１ ,９２４万円に対し、収入済額は１ ,９２８万７ ,８８６円で４万７ ,８８６円の
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予算超過となりました。  

 次に、歳出の概要を説明いたします。３ページ、４ページをお開きください。

下から２番目の欄、歳出合計に記載してありますように、予算現額１ ,９２４万

円に対し、支出済額は１ ,６０７万６,６４３円で、不用額は３１６万３,３５７円

となりました。執行率は８３ .６％でした。  

この結果、一番下の欄に記載してありますとおり、歳入歳出差引残額は   

３２１万１ ,２４３円となり、令和３年度会計へ繰越しとなりました。  

次に、歳入の詳細について説明いたします。５ページ、６ページをお開き  

ください。１款  使用料及び手数料の収入済額４８万３００円の内、１項１目  使

用料、１節  電柱敷使用料４４万７ ,０００円は、東京電力株式会社が２０４本、

ＮＴＴ西日本株式会社が９１本などの使用料です。２節  その他使用料３万  

３，０００円は、ソフトバンク株式会社、ＫＤＤＩ株式会社の無線基地局の土

地占用料です。次に、２款  財産収入の収入済額１ ,５４５万６ ,８２１円のうち、

１項  財産運用収入、１目  財産貸付収入、１節  貸地料１ ,４０４万１ ,８７４円

は、株式会社芦の湖カントリークラブほかの法人及び一般貸付の貸地料で、詳

細は、お手元の業務報告書４ページの上段に記載してあるとおりです。次に  

２目 利子及び配当金、１節 預金利子１万３,０４９円は、積立金１億３,０５０万円

の運用利子です。次に３目 森林収入、１節 造林木売却収入１０５万７，６３５円

は、株式会社森ラボが三島直轄林において、森林経営計画に基づき間伐等を実

施したことによる造林木売却収入です。次に２項１目１節  補償料収入３４万

４ ,２６３円は、株式会社芦の湖カントリークラブからの水利採草補償料３２万

３，０００円と東京電力からの送電線下補償料２万１，２６３円です。３款

１項１目１節  繰越金の収入済額は、令和元年度からの繰越明許費繰越金９３万

２，０００円を含め３３４万５ ,４９６円でした。  

次に、歳出の詳細についてご説明いたします。９ページ、１０ページをお開

きください。１款１項１目  議会費１７４万３ ,５００円は、組合議会の運営に

要した経費で、主なものは報酬です。次に１１ページ、１２ページをお開きく

ださい。２款  総務費１ ,０６０万２ ,８６０円のうち、１項  総務管理費、１目  一

般管理費１ ,０５１万８６０円は、特別職２名と一般職１名の人件費が主なもの

で、組合の一般管理事務に要した経費です。次の２項１目  監査委員費９万

２ ,０００円は、監査事務に要した経費です。次に１３ページ、１４ページをお

開きください。３款１項  財産費、１目  管理費３７３万２８３円の主なものを

説明いたします。１４ページ右側の備考欄をご覧ください。財産管理事業３４４万  

１，８３３円のうち、３行目の農林道事業負担金６７万１，７４８円は、三島
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市が実施した林道諏訪ノ台線の路面修繕など、林道等の整備・管理に係る事業

費の一部を負担したもので、詳細は業務報告書の５ページ上段に記載してある

とおりでございます。１行おいて貸付地維持管理事業補助金３万６ ,２８０円は、

一般契約の管理団体が実施した境界確認などの山林維持管理活動に対し、事業

費の２分の１、上限５万円を補助したもので、詳細は業務報告書５ページ中段

に記載してあるとおりです。次に送電線下補償料地元交付金６，５３３円は、

東京電力から納入された箱根線の地役権設定契約箇所に係る補償料を補助金等

交付規則に基づき関係者に交付したもので、詳細は、業務報告書５ページ下段

に記載してあるとおりでございます。次に水利採草補償料３２万３ ,０００円は、

株式会社芦の湖カントリークラブから納入された補償料を谷田用水組合など４団

体に交付したもので、詳細は業務報告書の６ページ上段に記載してあるとおり

でございます。次に積立金２１０万円は、組合の長期にわたる財政運営の健全

化を確保するために積み立てたものでございます。これにより、年度末の積

立金残高は、１億３,２６０万円となりました。次に令和元年度繰越明許費９３万

２，０００円は、令和元年１０月の台風１９号により罹災した林道等の災害復

旧用として繰り越した三島市に対する農林道事業負担金ですが、事業完了後の

負担額は２４万３，９３６円となりました。不用額の６８万８，０６４円は、

令和３年度会計へ繰越しとなりました。次に直轄地管理事業２８万８ ,４５０円

のうち、直轄林管理事業委託料１５万８ ,４５０円は、三島直轄林の一部である

旧接待茶屋区域の草刈りを委託したものです。次に直轄林巡視事業委託料１３万

円は、三島直轄林区域について、月１回の巡視業務を委託したものです。以上

で説明を終わります。なお各事業の詳細につきましては、お手元の業務報告書

に記載してありますので、参考にしていただきたいと存じます。よろしく御審

議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。  

○議長 (堀江和雄君 )当局からの説明が終わりました。  

次に、監査委員から決算審査の報告を願います。  

〔監査委員 藤沼和明君登壇〕 

◎監査委員 (藤沼和明君 )ただいま上程になりました、認第１号  令和２年度  三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について、地方自治法第２３３条

第２項の規定に基づき、審査しました結果を監査委員を代表して御報告申し上

げます。  

  審査に付されました、令和２年度  三島市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳

出決算書、事項別明細書及び付属書類は、ともに関係法令に準拠して作成され

ており、決算書に計上されている諸計数は、関係帳簿及び証書類と符合し、令
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和２年度における歳入歳出決算額を適正に表示しているものと認めましたこと

を、御報告申し上げます。  

なお審査の詳細につきましては、お手元の別冊、決算審査意見書に記載して

ありますので省略させていただきます。  

以上、決算審査の結果報告といたします。  

○議長 (堀江和雄君 )以上で、当局からの説明並びに監査委員からの報告が終わり

ましたので、これより本件について質疑を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ本件についての質疑を打ち切ります。  

これより本件について討論を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長(堀江和雄君)なければ討論を終わり、これより認第１号 令和２年度 三島

市外三ヶ市町箱根山林組合会計歳入歳出決算認定について採決いたします。 

  原案どおり認定することに御異議のない方は挙手を願います。 

〔 賛 成 者 挙 手 〕 

○議長(堀江和雄君)挙手全員と認めます。 

よって認第１号は原案どおり認定することに決定いたしました。 

                                      

△日程第８   議第４号  組合監査委員(議員中より選出)の選任について 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第８  議第４号 組合監査委員の選任についてを 

議題といたします。本件については、１番 瀬戸美一君が地方自治法第１１７条

の規定により除斥されますので、退場を求めます。 

      〔１番 瀬戸美一君退場〕 

本件について当局から提案理由の説明を願います。 

〔管理者 豊岡武士君登壇〕 

◎管理者(豊岡武士君)ただいま上程になりました議第４号 組合監査委員の選任

について御説明申し上げます。これは、地方自治法第１９６条第１項の規定に

より、議員のうちから選任する監査委員として、裾野市の瀬戸美一氏を選任い

たしたく、議会の同意を求めるものであります。 

  瀬戸美一氏は、三島市外五ヶ市町箱根山組合議会議員を平成２１年以来３期

１２年にわたり務められるなど、その豊富な経験と優れた識見は、監査委員と

してまさに適任であると存じますので、御推挙申し上げる次第でございます。 

よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長 (堀江和雄君 )説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許し

ます。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ本件についての質疑を打ち切ります。  

これより本件について討論を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ討論を終わり、採決いたします。  

  瀬戸美一君の組合監査委員の選任については、これに同意する方は起立を 

願います。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○議長 (堀江和雄君)起立全員と認めます。よって瀬戸美一君の組合監査委員の 

選任については、これに同意することに決定いたしました。１番 瀬戸美一君の

復席を願います。 

〔１番 瀬戸美一君復席〕 

○議長(堀江和雄君)ただいま組合監査委員の選任について同意を得られました瀬

戸美一君から発言を求められておりますので、これを許します。 

      〔１番 瀬戸美一君登壇〕 

○１番 (瀬戸美一君)ただいま三島市外三ヶ市町箱根山林組合監査委員の選任に  

ついて、同意をいただきました裾野市の瀬戸美一でございます。 

  元より浅学非才ではございますが、皆様の御指導を仰ぎながら、監査の重要

性を考慮し、微力ではございますが、公正且つ厳正に職務を全うしたいと存じ

ます。重ねて皆様の御指導、御鞭撻を賜るようお願い申し上げまして、簡単で

はございますが、御挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

△日程第９   議第５号  組合監査委員(識見を有する者）の選任について 

○議長(堀江和雄君)次に、日程第９  議第５号 組合監査委員の選任についてを 

議題といたします。 

  本件について、当局から提案理由の説明を願います。 

〔管理者 豊岡武士君登壇〕 

◎管理者(豊岡武士君)ただいま、上程になりました議第５号 組合監査委員の選任

について、御説明申し上げます。これは本組合監査委員であります藤沼和明氏

の任期が来る１０月２９日をもって満了となりますことから、再任をお願いい

たしたく地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるもので
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あります。 

  藤沼和明氏は、平成２５年１０月の委員就任以来、８年間にわたりこの職責

を果たされておりまして、人格も高潔で本組合の財務管理、財産の管理運営に

関しましても優れた識見を有しておりますので、監査委員として引き続き選任

いたしたく提案するものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長 (堀江和雄君 )説明が終わりましたので、これより本件についての質疑を 

許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ本件についての質疑を打ち切ります。  

これより本件についての討論を許します。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 (堀江和雄君 )なければ討論を終わり、採決いたします。  

  藤沼和明君の組合監査委員の選任については、これに同意する方は起立を 

願います。  

〔 賛 成 者 起 立 〕  

○議長(堀江和雄君)起立全員と認めます。よって藤沼和明君の組合監査員の選任

については、これに同意することに決定いたしました。 

〔藤沼和明君入場〕 

ただいま組合監査委員の選任について同意を得られました藤沼和明君から 

発言を求められておりますので、これを許します。 

〔藤沼和明君登壇〕 

◆番外(藤沼和明君)ただいま三島市外三ヶ市町箱根山林組合、監査委員の選任に

つきまして同意いただきました、藤沼和明でございます。 

元より至らぬ身でございますけれども、皆様方の御指導を仰ぎながら、監査

委員として微力ながら、誠実、公正に職責を行ってまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長(堀江和雄君)以上で、本日の議事は全部終了いたしました。 

ここで豊岡武士管理者より発言を求められておりますので、これを許します。 

〔管理者 豊岡武士君登壇〕 

◎管理者(豊岡武士君 )議会閉会にあたりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げ 

ます。三島市外三ヶ市町箱根山林組合議会１０月定例会におきましては、令和

２年度の組合会計決算認定について認定を賜り、また監査委員の選任につきま

しても御同意を賜りまして誠にありがとうございました。 



 13 

  最初のご挨拶でも申し上げましたとおり、今後の森づくりに係る管理・保全

整備につきましては、さらに積極的に取り組み、この箱根西麓のかけがえのな

い財産である森林環境を後世に継承するため、一体となって尽力したいと考え

ております。 

  議員の皆様方におかれましては、今後ともお力添えをいただくとともに、ま

すますご健勝で御活躍くださいますよう御記念申し上げまして、御礼の御挨拶

とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○議長(堀江和雄君)これをもちまして、１０月定例会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

（午後２時１１分 閉議） 
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